
計画書 

 

鹿児島都市計画，吉田都市計画，喜入都市計画，松元都市計画及び郡山都市計画 

 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更 

 

 

都市計画区域の整備，開発及び保全の方針を次のように変更する。 

 

 

「鹿児島市域 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針」（別添のとおり） 

 

 

理 由 

鹿児島・吉田・喜入・松元・郡山の都市計画区域においては，平成 16年に「都市計

画区域の整備，開発及び保全の方針（以下，区域マスタープラン）」を策定し，鹿児島

都市計画区域マスタープランについては，平成 26年の区域区分（線引き）見直し等に

合わせて見直しを行っている。 

これまで，各区域マスタープランの基本理念及び基本目標に基づいて都市づくりに

取り組んできたが，当初策定以降，おおむね 20年を迎えることから，広域的・根幹的

な都市計画の方向性を示す役割を明確化するため，５つの区域マスタープランを一体

化するとともに，都市計画基礎調査の結果や上位計画の策定等を踏まえた見直しを行

うものである。 

 



 

 

 

鹿児島市域 

都市計画区域の整備，開発 
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